
品川区ヤングケアラー外国語通訳等派遣事業実施要綱 

 

制定 令和６年４月１日 区長決定要綱第 384号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、家族の世話や通訳等を担うヤングケアラーがいる家庭へ

外国語通訳者等の派遣を行う品川区ヤングケアラー外国語通訳等派遣事業

（以下「本事業」という。）を実施することにより、ヤングケアラーの負担を

軽減することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 本事業における「ヤングケアラー」とは、次に掲げる各号のいずれかに

該当する子どもおよび若者のことをいう。 

⑴ 本来大人が担うと想定されている家事、育児等を日常的に担う子ども（満

１８歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。） 

⑵ 病気や障害がある家族のために、家事ならびに家族の世話および介護等の

サポートを日常的に担っている３０代までの若者 

 

 （対象世帯） 

第３条 本事業の対象となる世帯（以下「対象世帯」という。）は、品川区内に

居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。 

⑴ ヤングケアラーの属する世帯であり、かつ、支援が必要と区長が認める家庭 

⑵ 区長が特に支援が必要と認める家庭 

  

 （支援の決定等） 

第４条 区長は、本事業の中核となる機関を品川区子ども家庭支援センター（以

下「センター」という。）とし、関係機関からの情報提供および情報把握のた

めの訪問の実施により、本事業の実施の必要性があると思われる世帯に関す

る情報等をセンターに集約するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により情報等を集約した結果、当該対象世帯に本事業を

実施する必要があると認めたときは、当該対象世帯ごとに支援計画を策定の

上、対象世帯に当該支援計画の内容について説明を行うものとする。 

３ 前項の支援計画の内容に係る説明を受け、支援を受けようとする当該対象

世帯は、別に定める外国語通訳等派遣同意書（次項において「同意書」という。）

を区長に提出しなければならない。 

４ 区長は、前項の規定による同意書の提出があったときは、本事業による支援



を決定する。 

 

 （本事業の内容等） 

第５条 本事業の内容は、対象世帯に外国語通訳等を派遣し、次に掲げる支援の

うち区長が必要と認めるものを提供することとする。 

⑴ 通院、学校の個人面談等における外国語の対応が必要な場面の通訳支援 

⑵ 書類の翻訳および代筆、行政手続等の支援 

⑶ 外国語コミュニティに繋げるなど、孤独感軽減や孤立防止のための支援 

⑷ 母国語が日本語ではないこと、生まれや育ちが海外であることなどにより

生じた課題や困難さに関する相談支援 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる支援 

２ 区長は、前項の規定にかかわらず、対象世帯が次の各号のいずれかに該当す

るときは、外国語通訳等を派遣しないことができる。 

⑴ 対象世帯に属する者が感染のおそれのある伝染性疾患者である場合 

⑵ その他支援することが適当でないと認められる場合 

３ 外国語通訳等派遣は、原則として１回当たり２時間を超えない範囲内で行

うものとする。 

４ 区長は、外国語通訳等派遣時に対象世帯の状況確認を行う。 

５ 本事業は、本事業を担える事業者に委託して実施するものとする。 

 

（支援の記録） 

第６条 区長は、本事業の実施にあたり、対象世帯台帳を整備し、外国語通訳等

派遣の記録を作成するものとする。 

 

（世帯状況の申告） 

第７条 対象世帯は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に申

告しなければならない。 

⑴ 対象世帯が第３条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

⑵ 対象世帯に属する世帯員の氏名または住所を変更したとき。 

⑶ 家庭状況の変化その他支援計画を変更すべき事由が生じたとき。 

 

 （支援終了の決定） 

第８条 区長は、支援を決定した対象世帯が次の各号のいずれかに該当すると

きは、支援を終了する。 

⑴ 第３条に規定する対象世帯でなくなったとき。 

⑵ その他区長が認めるとき。 



 （費用負担） 

第９条 本事業の実施に要する費用は、区が負担する。 

 

 （守秘義務） 

第１０条 本事業の業務に従事する者は、業務を行うにあたり当該家庭に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、

子ども未来部長が別に定めるものとする。 

 

   付 則 

 この要綱は令和６年４月１日から適用する。 

 


